
平成２７年９月定例教育委員会 会議次第 

              

開催日時：平成２７年９月２９日 

会    場：臼杵庁舎 ２０３・２０４会議室 

 

１ 開  会 

 

２ 教育長報告 

 

３ 協議事項 

報告第 ６号  文化の日被表彰者の推薦について 

第３９号議案  臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱の一部改正

について 

第４０号議案  臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の制定につ

いて 

第４１号議案  うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱の一部改正につい

て 

第４２号議案  臼杵市スポーツ推進委員の任命について 

第４３号議案  臼杵市における幼稚園の今後の方針について 

 

４ 学力向上について 

 ・「夏期」学習サポーター参加状況について 

 ・平成２７年度臼杵市ICT推進事業について 

  

５ 教育予算等について 

 

 

６ その他 

・第６８回大分県民体育大会の結果報告について 

・平成２７年度「中３生放課後子ども教室：の開設について 

・１１月学校訪問について 

    

７ 閉 会   

 

連絡事項 

（１）各課からの連絡等 

（２）平成２７年１０月定例教育委員会の開催について 

平成２７年１０月  日    時から 





 

 

平成２７年９月 

 

定例教育委員会議案 

 

 

 

 

 

 

 

臼杵市教育委員会 
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報告第６号 

 

文化の日被表彰者の推薦について 

 

平成２７年度文化の日被表彰者を推薦することについて、教育行政功労者推

薦要綱の規定に基づき報告し同意を求める。 

 

 

平成２７年９月２９日提出 

 

 

臼杵市教育委員会教育長  斎 藤  克 己 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

平成２７年度文化の日被表彰者を推薦するため報告し同意を求める。 
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別記様式(第3条関係) 

表 彰 者 推 薦 書 

 

表彰推薦書 (個人、団体) 

ふ り が

な 

氏 名 

(名 称) 

釘宮
くぎみや

 清
きよし

 

（正調 臼杵盆踊り保存会） 

生 年 月

日 

(設立年月日) 

 

昭和２年１月２３日 

 

職  業 

 

無 

住   所 

(所 在 地) 

臼杵市諏訪若葉区１組-

２ 

団体代表

者氏名 

正調 臼杵盆踊り保存会 

会長  高橋 国威 

＜主な経歴等＞ 

 昭和２４年：三つ拍子祭文踊り（現 正調臼杵盆踊り保存会）入会 

 平成１０年：正調臼杵盆踊り保存会 顧問就任 

＜主な公職歴＞ 

 昭和５０年：臼杵市柔道連盟副会長 

 昭和５６年：全日本柔道連盟 ５段指導者 

 昭和５７年：全日本柔道連盟 特別会員指導者 

昭和５９年：臼杵市防犯協会 臼杵警察署 青少年育成（柔道の指導） 

 平成６年：全日本柔道連盟 ６段 特別会員ライセンス審判員 指導者 

 ＜主な受賞歴＞ 

 昭和５５年：臼杵市柔道振興会少年柔道育成表彰 

昭和６１年：大分県柔道協会少年柔道指導育成功労者表彰 

平成２年：臼杵商工会議所勤続４１年永年表彰 

 

[功績の内容] 

 志村弘氏に師事し、正調臼杵盆踊りを修得し、永年にわたり正調臼杵盆踊り保存会の顧

問として携わってきた。特に臼杵市ふるさと盆踊り大会に際しては、５０年の半世紀にわ

たり企業、団体（大分銀行、大分信用金庫、みずほ厚生センターなど）や二王座、畳屋町

婦人会などの各地区の盆踊り大会の指導にあたってきた。 

臼杵市ふるさと盆踊り大会は５０年前から先導を務め、郷土正調盆踊りの普及、保存、継

承に献身的な役割を果たしてこられた人物である。 
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第３９号議案 

 

臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱の一部

改正について 

 

 臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱（平成２１年臼杵市教育

委員会告示第１３号）の一部改正について、臼杵市教育長に対する事務委任規

則（平成１７年教育委員会規則第６号）第１条第２号の規定に基づき、議決を

求める。 

 

平成２７年 ９月２９日提出 

 

 

臼杵市教育委員会教育長 斎 藤 克 己 

 

臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱の一部を改正する告示 

 

臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱（平成２１年臼杵市教育

委員会告示第１３号）の一部を次のように改正する。 
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別表を次のように改める。 

別表（第４条、第５条関係） 

申請理由 許可基準 許可期間 添付書類 

①住居に関

する理由 

・学期途中で通学区域外に転

居したが、引き続き転居前の

学校への就学を希望し、通学

に支障がない場合 

・転居日の属する学期末ま

で。ただし、小中学校とも

最終学年在籍の場合は卒業

まで 

  

・自宅の新築又は転居が確定

しており、転居予定地の学校

へ入学（転学）を希望する場

合 

・転居の日の属する学期始

めから転居日まで 

転居を確認で

きる書類 

・市外に転居したが、引き続

き転居前の学校への就学を希

望し、安全に通学できる場合

・転居日の属する学期末ま

で。ただし、通学に無理が

なく、保護者が希望する場

合は学年末まで 

  

・自宅の建て替え等で仮転居

した場合 

・災害による仮転居の場合 

・公共事業による一時立ち退

きの場合 

・再転居するまで 転居を確認で

きる書類 

②家庭事情 ・両親が共働き、若しくは一

人親家庭等で、下校後の児童

を養育することができない家

庭で、祖父母等が居住する地

域の学校への就学を希望する

場合（小学生に限る。） 

・学年末まで。継続の場合

は、学年末に更新手続が必

要 

祖父母等から

の預かり承諾

書（様式第３

号） 

・保護者が自営する店舗等が

生活の拠点となっており、当

該店舗等のある通学区域の学

校に就学を希望する場合 

  

・家庭事情により居住地に住

民票の異動ができない場合 

・事情解消日まで 学校長の意見

書（様式第４

号） 

③教育的配

慮 

・いじめ、不登校等、生徒指

導上において教育的な配慮が

必要な場合 

・必要な期間 学校長の意見

書（様式第４

号）その他、教
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育長が必要と

認める書類 

・指定された通学校に特別支

援学級がなく、特別支援学級

のある学校への就学を希望す

る場合 

  

・指定された通学校よりも隣

接区域にある他の学校へ通学

する方がより安全性が高く、

通学距離が短いとき。但し、

小学校については、通学距離

が２分の１以下であるとき。

・卒業まで。ただし、一度

就学が決定した後の変更は

原則できない。 

教育長が必要

と認める書類 

・指定された通学校に希望す

る部活動がない場合 

 

・その他特別な事情がある場

合 

・事情解消日まで 

 

附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度の入学者から適用

する。 

 

 

理  由 

 学校教育法施行令第８条に基づく就学に関する事務の適正化に基づき、就学

校の変更を相当と認める具体的な事由を追加するため。 
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第４０号議案 

 

臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の制定について 

 

 臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の制定について、臼杵市教育長

に対する事務委任規則（平成１７年教育委員会規則第６号）第１条第２号の規定に基

づき議決を求める。 

 

平成２７年 ９月２９日提出 

 

臼杵市教育委員会教育長  斎 藤 克 己 

 

 
臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱 

    

 （設置目的） 

第１条 「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成１３年法律第１５４号）第

２条の基本理念にのっとり、臼杵市子ども読書活動推進計画～うすき読書のまちづ

くりプラン～（以下「推進計画」という。）を策定するため、臼杵市子ども読書活

動推進計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、推進計画の策定のための必要事項を協議する。 

（委員の構成等） 

第３条 策定委員会の委員は、臼杵市教育長が委嘱又は任命する。 

２ 委員の任期は、委嘱又は任命する日から推進計画策定までとする。ただし、任

期途中で委員の欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任委員の任期が終了

するまでの間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 策定委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 策定委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集

し、委員長が議長となる。 
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２ 委員長は、必要に応じて委員以外の出席を求めることができる。 

（経費） 

第６条 策定委員会の運営のための必要な経費は、臼杵市教育委員会の予算から支出

する。 

（事務局） 

第７条 策定委員会の事務局を、臼杵市教育委員会内におき、庶務を社会教育課が担

当する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、教

育長が別途定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 
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第４１号議案 

 

うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱の一部改正について 

 

 うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱の一部改正について、臼杵市教育長に

対する事務委任規則（平成１７年教育委員会規則第６号）第１条第２号の規定に基づ

き議決を求める。 

 

平成２７年 ９月２９日提出 

 

臼杵市教育委員会教育長  斎 藤 克 己 

 

 

うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱の一部を改正する

訓令 

 

うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱(平成２３年臼杵市教育委員会訓令第

１２号)の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２次うすき読書のまちづくりプラン」を「臼杵市子ども読書活動推進

計画～うすき読書のまちづくりプラン～」に改める。 

第３条中「別表に掲げるもののうちから、」を削除し、同条第２号中「平成３１年

３月３１日の推進計画期間」を「推進計画期間終了」に改める。 

別表を削除する。 

附 則 

この訓令は、公示の日から施行する。 

 

 

理  由 

 第２次臼杵市子ども読書活動推進計画の策定に伴い改正する必要が生じたので。 
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第４２号議案  

 

臼杵市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

 臼杵市教育長に対する事務委任規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条

第１３号の規定に基づき議決を求める。 

 

 

平成２７年 ９月２９日提出 

 

臼杵市教育委員会教育長  斎 藤  克 己 

 

 

 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３２条第１項の規定に基づき臼杵市スポ

ーツ推進委員を委嘱する。 

 

記 

 

 

臼杵市スポーツ推進委員名簿 

 

№ 氏   名 性別 年齢 住   所 スポ推歴 推薦者（地区）

1 徳丸 益基 男 60 臼杵市野津町大字老松 4414 ４年 都松 

2 高橋 春美 女 41 臼杵市大字田井１２９番地 初 市ス推委協 

 

任期：平成２７年１０月１日～平成２９年３月３１日 

 

 

 

 

理 由 

 臼杵市スポーツ推進委員２名が辞任したので、新たに２名委嘱する必要があるため。 
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第４３号議案 

 

臼杵市における幼稚園の今後の方針について 

 

 臼杵市における幼稚園の方針について、臼杵市教育長に対する事務委任規則

（平成１７年教育委員会規則第６号）第１条第１号の規定に基づき、議決を求

める。 

 

平成２７年 ９月２９日提出 

 

 

臼杵市教育委員会教育長 斎 藤 克 己 

 
 
公立幼稚園の今後の方針については、次のようにする。 
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公立幼稚園の今後の方針について 
 

○臼杵市の幼稚園教育について 

幼稚園教育は、小学校に就学する前に学ぶとても大事なものであることから、

私立公立を問わず、幼稚園教育の指導を強化するとともに、社会教育活動の中

で保護者への理解を深める取り組みを進めていきます。 
 

○公立幼稚園の具体的な方針として 

これまでの幼児教育・保育の環境が臼杵地域と野津地域では、それぞれ異な

っていますので、地域別で具体的な方針を示します。 
 
 

 臼杵幼稚園について 
臼杵地域には２つの私立の幼稚園があり、延長保育や障がい児の受け入れを

行っており、幼稚園教育を受けることができる環境が整っています。 
また、臼杵市子ども・子育て支援事業計画の中で、「認定子ども園」の創設を

推進することとしており、公立の下南保育所も幼稚園機能を合わせもつ「認定

子ども園」に移行する可能性があり、その際には現在行っている臼杵幼稚園の

教育方針を継承してもらうよう協議を行っていきます。 
 
野津幼稚園について 
野津地域には、幼稚園教育を受けることができる施設が公立の野津幼稚園以

外にないのでこのまま存続します。 
ただし、今後、野津地域に幼稚園教育を受けることができる私立の施設（認

定子ども園）が設置されたときには、野津地域における公立幼稚園のあり方に

ついて検討を行います。 
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平成２７年９月 

 

【定例教育委員会資料編】 
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1/3 

臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱（平成２１年臼杵市教育委員会告示第１３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱 ○臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱 

別表（第４条、第５条関係） 別表（第４条、第５条関係） 

申請理由 許可基準 許可期間 添付書類 

①住居に関

する理由 

・学期途中で通学区域外に転居

したが、引き続き転居前の

学校への就学を希望し、通

学に支障がない場合 

・転居日の属する学期末ま

で。ただし、小中学校と

も最終学年在籍の場合は

卒業まで 

  

・自宅の新築又は転居が確定し

ており、転居予定地の学校

へ入学（転学）を希望する

場合 

・転居の日の属する学期始

めから転居日まで 

転居を確認で

きる書類 

・市外に転居したが、引き続き

転居前の学校への就学を希

望し、安全に通学できる場

合 

・転居日の属する学期末ま

で。ただし、通学に無理

がなく、保護者が希望す

る場合は学年末まで 

  

・自宅の建て替え等で仮転居し

た場合 

・災害による仮転居の場合 

・公共事業による一時立ち退き

の場合 

・再転居するまで 転居を確認で

きる書類 

②家庭事情 ・両親が共働き、若しくは一人・学年末まで。継続の場合祖父母等から

申請理由 許可基準 許可期間 添付書類 

①住居に関

する理由 

・学期途中で通学区域外に転居

したが、引き続き転居前の

学校への就学を希望し、通

学に支障がない場合 

・転居日の属する学期末ま

で。ただし、小中学校と

も最終学年在籍の場合は

卒業まで 

  

・自宅の新築又は転居が確定し

ており、転居予定地の学校

へ入学（転学）を希望する

場合 

・転居の日の属する学期始

めから転居日まで 

転居を確認で

きる書類 

・市外に転居したが、引き続き

転居前の学校への就学を希

望し、安全に通学できる場

合 

・転居日の属する学期末ま

で。ただし、通学に無理

がなく、保護者が希望す

る場合は学年末まで 

  

・自宅の建て替え等で仮転居し

た場合 

・災害による仮転居の場合 

・公共事業による一時立ち退き

の場合 

・再転居するまで 転居を確認で

きる書類 

②家庭事情 ・両親が共働き、若しくは一人・学年末まで。継続の場合祖父母等から

-
1
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親家庭等で、下校後の児童

を養育することができない

家庭で、祖父母等が居住す

る地域の学校への就学を希

望する場合（小学生に限

る。） 

は、学年末に更新手続が

必要 

の預かり承諾

書（様式第3号）

・保護者が自営する店舗等が生

活の拠点となっており、当

該店舗等のある通学区域の

学校に就学を希望する場合

  

・家庭事情により居住地に住民

票の異動ができない場合 

・事情解消日まで 学校長の意見

書（様式第4号）

③教育的配

慮 

・    不登校等、生徒指導

上において教育的な配慮が

必要な場合 

・必要な期間 学校長の意見

書（様式第4号）

      

      

    

・指定された通学校に特別支援

学級がなく、特別支援学級

のある学校への就学を希望

する場合 

  

親家庭等で、下校後の児童

を養育することができない

家庭で、祖父母等が居住す

る地域の学校への就学を希

望する場合（小学生に限

る。） 

は、学年末に更新手続が

必要 

の預かり承諾

書（様式第3号）

・保護者が自営する店舗等が生

活の拠点となっており、当

該店舗等のある通学区域の

学校に就学を希望する場合

  

・家庭事情により居住地に住民

票の異動ができない場合 

・事情解消日まで 学校長の意見

書（様式第4号）

③教育的配

慮 

・いじめ、不登校等、生徒指導

上において教育的な配慮が

必要な場合 

・必要な期間 学校長の意見

書（様式第4号）

その他、教育長

が必要と認め

る書類 

・指定された通学校に特別支援

学級がなく、特別支援学級

のある学校への就学を希望

する場合 

  

-
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・指定された通学校よりも隣接

区域にある他の学校へ通学

する方がより安全性が高い

と認められる場合で、  

            

通学距離が2分の1以下であ

るとき。  

・卒業まで。ただし、一度

就学が決定した後の変更

は原則できない。 

教育長が必要

と認める書類 

             

           

・その他特別な事情がある場合・事情解消日まで 
 

・指定された通学校よりも隣接

区域にある他の学校へ通学

する方がより安全性が高

く、通学距離が短いとき。

但し、小学校については、

通学距離が2分の1以下であ

るとき。 

・卒業まで。ただし、一度

就学が決定した後の変更

は原則できない。 

教育長が必要

と認める書類 

・指定された通学校に希望する

部活動がない場合 

・その他特別な事情がある場合・事情解消日まで 

 

-
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うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱（平成２３年臼杵市教育委員会訓令第１２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱 ○うすき読書のまちづくり推進委員会設置要綱 

（設置目的） （設置目的） 

第１条 子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第１５４号）第２条の

基本理念にのっとり策定した、第２次うすき読書のまちづくりプラン（以下「推進計

画」という。）の推進と進行管理をするため、うすき読書のまちづくり推進委員会（以

下「推進委員会」という。）を設置する。 

第１条 子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第１５４号）第２条の

基本理念にのっとり策定した、臼杵市子ども読書活動推進計画～うすき読書のまちづ

くりプラン～以下「推進計画」という。）の推進と進行管理をするため、うすき読書

のまちづくり推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 推進委員会は、推進計画の推進のための必要事項を協議し、進行を管理する。 第２条 推進委員会は、推進計画の推進のための必要事項を協議し、進行を管理する。

（委員の構成等） （委員の構成等） 

第３条 推進委員会の委員は、臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会委員を基本と

し、別表に掲げるもののうちから、臼杵市教育長が委嘱又は任命する。 

第３条 推進委員会の委員は、臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会委員を基本と

し、             臼杵市教育長が委嘱又は任命する。 

２ 委員の任期は、委嘱又は任命する日から、平成３１年３月３１日の推進計画期間ま

でとする。ただし、任期途中で委員の欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任

委員の任期が終了するまでの間とする。 

２ 委員の任期は、委嘱又は任命する日から、推進計画期間終了までとする。ただし、

任期途中で委員の欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任委員の任期が終了す

るまでの間とする。 

（委員長及び副委員長） （委員長及び副委員長） 

  （省略）   （省略） 

別表（第３条関係）          

読書活動関係者  

福祉関係者  

教育関係者  
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臼杵市スポーツ推進委員名簿【案】 

平成２７年１０月１日現在 

№ 氏   名 性別 年齢 住   所 スポ推歴 推薦者（地区）

1 吉良 学 男 37 臼杵市泊ヶ内２組 6 年 深 江 

2 野上 快 男 27 臼杵市北海添６組 4 年 海添・本丁・浜

3 平山 璃奈 女 19 臼杵市大字臼杵 72-30 初 港町・祇園洲 

4 徳丸 香枝 女 50 臼杵市新町 ４組 8 年 八 町 

5 山下 美香 女 44 臼杵市大字福良 1538 の 1 初 福良・平清水 

6 山木 哲男 男 44 臼杵市中市浜７組 2 年 市  浜 

7 安東 稔 男 57 臼杵市神埼 3-2 組 6 年 下  南 

8 山崎 冴香 女 28 臼杵市乙見 2 年 南 津 留 

9 安達 好紀 男 53 臼杵市大字田尻 916 番地 1 年 上  北 

10 平松 美恵 女 51 臼杵市大字中津浦 941 番地 初 海  辺 

11 松村 康秀 男 38 臼杵市塩入２組 8 年 下  北 

12 尾崎  康 男 61 臼杵市田井 903-2 13 年 下 ノ 江 

13 渡辺 嘉治 男 58 臼杵市尾本６組 13 年 佐 志 生 

14 板井 定治 男 68 臼杵市上塩田６組 38 年 二王座・塩田 

15 野中 弘美 女 59 臼杵市野津町大字野津市 1171 15 年 野  津 

16 姫嶋 亮太 男 31 臼杵市野津町大字吉田 3648 初 南 野 津 

17 廣田 孝一 男 58 臼杵市野津町大字老松 4414 27 年 都  松 

18 後藤 眞弥 男 22 臼杵市野津町大字烏獄 2696 番地 初 戸  上 

19 徳丸 益基 男 60 臼杵市野津町大字老松 4414 4 年 都  松 

20 兒玉 元子 女 68 臼杵市江無田１５組 8 年 市ス推委協 

21 佐藤 圭一 男 32 臼杵市洲崎５－５組 2 年 市ス推委協 

22 高橋 春美 女 41 臼杵市大字田井１２９番地 初 市ス推委協 

 


